
通番 連区自治会名 説明会実施日 市への提出日 提出者 意見番号 意見要旨（概要） 事業者からの見解対象 事業者見解書提出日 意見に対する見解

1 瀬戸市はごみ問題に苦慮している都市である。その瀬戸市に大規模な産廃

処分場を許せば、「ごみ処分場の適地」となってしまう。

-

2 「東立テクノクラシーはアンドウ興業とは別法人であり、アンドウ興業が

自治会と交わした協定を継承するものではないと認識しています。」とい

う東立テクノクラシーの論理は成り立っているか。

○ 2025/5/9 アンドウ興業が自治会と交わした協定について、アンドウ興業

が行っていた事業を東立テクノクラシーが引き継ぐ訳ではない

点、売買契約が直接東立テクノクラシーと行われていない点か

ら、協定に書かれている内容に関して、別法人である東立テク

ノクラシーが遵守しなければならないという法的拘束力がない

と言えます。

3 愛知県は森林法第５条に基づいて厳正に対処しなければならない。また国

（国土交通省）は砂防法に基づいて厳正に対処しなければならない。

-

4 瀬戸市は土地利用調整条例に基づいてアンドウ興業と自治会との協定事項

を守らせるよう全力を尽くすことを求める。

-

5 事業計画説明会は中止ないし延期されるべきである。 -

6 計画地付近の雨水の一部は表層水、地下水として西谷取水口に流れる地形

であり、状況によっては汚染水が西谷取水口に流れ込む可能性がある。ま

た、シートの経年劣化や埋め立て時の破損等により埋め立てた廃棄物で汚

染された雨水等が破損箇所から流出する恐れがある。埋め立て完了後の防

水シートの破損状況についての確認は不可能である。

○ 2025/5/9 西谷取水口は本計画地の上流に位置しており、ご指摘の事象は

ないものと考えます。処分場の遮水工は基準に適合した材料、

施工を行い、また電気による損傷検知ステムを導入して、安全

性の確認を行います。

7 当該事業地は土砂災害警戒区域等に指定されていないが、周辺の地形は現

警戒区域とほぼ同じ傾斜、形状、地質等の条件は同一であるため、豪雨等

による土砂災害の危険性がある。

○ 2025/5/9 頂いたご意見として、県での愛知県産業廃棄物適正処理指導要

綱及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく審査時に指

摘があった際は、本内容を加味し、該当する森林法の開発基準

に従い、安全な開発を行います。

8 土地所有者と計画事業者が異なっている。企業の経営状況等によっては維

持管理がされないまま放置される恐れがある。

○ 2025/5/9 本件については、法律上、事業者側が維持管理積立金を準備

し、万が一事業者が維持管理の対応ができない状況になった場

合に、後継事業者の原資として、積立金を使いながら維持管理

行うというルールになっているため、放置されるという恐れは

ないと認識しております。

法令に関する詳しい内容については、廃掃法第8条の5第1項に基

づく最終処分場維持管理積立金制度をご参照ください。

9 瀬戸市による関係地域の設定理由が公表されていない。 -

10 瀬戸市産業廃棄物等対策委員会等において、問題がないと判断した経緯、

意見（特に上水道や土砂災害）、業者指導内容を公表してほしい。

-

11 3/15の事業計画説明会にて、計画概要説明資料を配布資料に添付すべきと

参加者から指摘があった。地元住民への「周知理解」には不十分で、再三

の開催の必要がある。

○ 2025/5/9 3月15日の東明連区様での説明会内での質疑応答を受け、説明会

内で表示させて頂いていた資料を、瀬戸市のホームページ及び

東明連区のホームページで共有させて頂き、書面で必要な方に

は書面でのお渡しもさせていただきました。

また、今後実施予定の説明会では、配布資料として準備させて

頂くように準備しております。

今後の説明会に関しては必要に応じて開催の有無を検討しま

す。

12 新規事業計画書提案前に既存事業の廃止申請を行い愛知県側の現地確認・

応急対応指示等を確実に処置するべきである。

○ 2025/5/9 アンドウ興業の話だと思いますので、事業者として回答する立

場にありません。

13 前々回の事業計画取下げについて、現在の経営者が把握していない。事業

継承者としての姿勢に疑問を感じる。

○ 2025/5/9 意見としてお聞きします。

- 2025/3/17

3 個人2025/3/18

東明連区自治会2 個人

2025/3/17東明連区自治会

1 下品野連区自治会 - 2025/3/3 個人



14 前任者の締結の「協定書・申請書等」を後任者が承継義務はないとのこと

であれば、「廃止申請書」を早期に提出して、愛知県側の指示・確認等の

完了後「新規事業計画」の提出をおこなうべきである。

○ 2025/5/9 アンドウ興業の話だと思いますので、事業者として回答する立

場にありません。

15 関連諸官省庁との事前協議・修正は行われていない状況で関係住民への周

知を行い、短期間で意見書を集める行為は、事業者側のための申請書提出

の必須条件を満たすだけである。

-

16 行政側の説明会参加がないことについて理解しがたい。 -

17 土砂採取行為や林地開発行為についての申請書が愛知県知事に提出されて

いる。まずは既提出「申請書」通りの事業を完遂してから「新規申請書」

を提出するべきである。

○ 2025/5/9 アンドウ興業の話だと思いますので、事業者として回答する立

場にありません。

18 民間の事業計画であれば、愛知県「最終処分場維持管理積立金制度」の対

応が義務化されている。所管の愛知県に申請して、積み立てるべき維持管

理積立金額の設定は、環境省の「維持管理費用算定ガイドライン」により

今回の事業計画書に追加記載してほしい。

○ 2025/5/9 現説明会完了後に頂いた意見を考慮し、愛知県との廃掃法手続

きにおいて、施設の増設・仕様変更などを加味した内容で、積

立金がいくらになるのかが確定する流れとなります。県から指

定のあった金額での積立となるため、現時点で事業計画書へ追

記は行えないと判断しました。

また、概算でも数字を記載するとした際に、間違った情報が記

録として残ってしまう恐れがあるため、その点を考慮し、対応

を控えさせて頂きたいです。

19 東海環状自動車道に隣接している本計画の産廃盛土の造成について、国土

交通省　中日本高速道路（株）名古屋支社多治見保全センターに確認をし

たところ、事前協議の必要があるとの回答であった。事前協議を行い、今

回の事業計画書に追加記載してほしい。

○ 2025/5/9 事前協議のタイミングにつきましては、全住民説明会が完了

し、皆様からのご意見を踏まえたうえで、事前協議に入らせて

頂く流れで進める予定となっております。

20 最近は「福岡方式（準好気性埋立方式）」が主体であるが、敢えて「嫌気

性埋立」の本計画に対して、指導・是正を行わなかったのか。

-

21 最終処分場として想定される「発送地点及び走行ルート・種別数量」及び

「搬入車両の総重量・頻度」等の資料を提出・添付をしてほしい。

○ 2025/5/9 現時点で、決まった発送地点からの搬入予定は無いため、現事

業を運用する中での予定としてのお伝えになってしまいます

が、東海地方（愛知、岐阜、三重、静岡）をメインに、一部関

東からの廃棄物を想定し、搬入ルートに関しては、幹線道路を

使用してもらう想定をしております。

搬入車両は、ダンプ車、クレーン車、アームロール車、パッ

カー車、コンテナ車等で、20t超～2tの大きさと思われます。1

日の搬入台数は説明会の通り、往復110台を想定しております。

22 活断層があり、予定震度7.7が想定されている状況では、「漏水遮断シー

ト」の破断や「産廃盛土及び盛土堤体」の崩壊等の恐れがある。「採石採

取事業」の完遂で「敷地復元・緑地化」の現状復帰が地元住民が許容でき

る限界である。

○ 2025/5/9 本年3月31日に公表された想定震度における瀬戸市内の想定最大

震度は中日新聞の「南海トラフ地震の新被害想定の最大震度分

布」にあてはめてみると、震度5強から6強地域に該当します。

提体盛土や廃棄物埋立形状に関しては、道路土工指針、廃棄物

最終処分場整備の計画・設計・管理要領の基準に従い安全性を

確認しています。

23 活性炭の交換時期・選択方法（メンテナンス状況）を教えてほしい。 ○

24 キレート材の洗浄時期及び交換時期の選択方法を教えてほしい。 ○

4 個人2025/5/8-效範連区自治会

3 個人2025/3/182025/3/17東明連区自治会



25 廃水処理設備の運転者の有無、管理者の管理時間及び日数を教えてほし

い。

○

26 処理水の分析回数が少なすぎる。

①水銀を含む処理水（汚泥）がある以上、週に1回は必要ではないか。

②重金属及び有害物質の分析が月1回では不足している。1～2週間に1回以

上必要ではないか。

○

5 水南連区自治会 - 2025/5/9 個人 27 馬ヶ城浄水場からわずかな距離に、産業廃棄物の処分場を作ることは反対

である。水銀、アスベスト、薬剤などが土壌に染み込む可能性があり、重

篤な健康被害が出るかもしれない。

○

6 水南連区自治会 - 2025/5/9 個人 28 瀬戸市には愛知県内の産業施設の約3分の2が集中していて、市内は処分場

だらけである。これ以上処分場を作らないでほしい。

○

7 水南連区自治会 - 2025/5/9 個人 29 産業廃棄物処理場を馬ヶ城浄水場の近くに作ったら、市民の水に危害を加

える可能性が高い。

○

8 西陵連区自治会 - 2025/5/9 個人 30 いかなる理科学的根拠があったとしても反対である。愛知県の産業廃棄物

は瀬戸市以外で処分してほしい。

-（関係住民外）

9 西陵連区自治会 - 2025/5/9 個人 31 馬ヶ城浄水場近くに産業廃棄物処分場計画は反対である。イタイイタイ病

のようになったら困る。瀬戸市は産業廃棄物が多すぎる。

-（関係住民外）

10 西陵連区自治会 - 2025/5/9 個人 32 私たちの貴重な水源が汚染の危機にさらされている。水は生命の源であ

り、一度汚染されれば回復には長い時間がかかる。

-（関係住民外）

11 西陵連区自治会 - 2025/5/9 個人 33 水源の汚染は健康を脅かす。有害物質が地下水に浸透すれば、飲料水だけ

でなく農作物にも影響を及ぼしかねない。

-（関係住民外）

12 西陵連区自治会 - 2025/5/9 個人 34 巨大産業廃棄物処分場が建設されれば、地域の生活に大きな影響を与える

ことは避けられない。私たちは安全で清潔な水を次世代に残す責任があ

る。

-（関係住民外）

13 西陵連区自治会 - 2025/5/9 個人 35 水資源の保護は、法律や倫理の観点からも重要である。企業の利益を優先

するのではなく、地域の生活環境の維持と持続可能な発展を考慮した決定

が求められる。関係機関には厳正な審査と対応を求める。

-（関係住民外）

14 水南連区自治会 - 2025/5/13 個人 36 環境保全対策書内の土地利用計画図の現況（開発前）は造成緑地になって

いるが、環境保全対策がなされていない。環境保全に対する、特に自然環

境の保護をどう考えているのか。

○

15 水南連区自治会 - 2025/5/13 個人 37 汚水の処理過程で悪臭等の対策はされているか。 ○

38 説明会資料9pの処理水のpH等の項目を法令基準値以下にすることが最も大

切である。

○

39 説明会資料47p～51pまでの水質で環境予測が示されているが、実際に造成

工事が着工され、施設が完成し事業が開始した後の定期的及び迅速な水質

検査と公表がされなければならない。

○

40 説明会資料47pの水質調査地点について、２箇所は最低の数である。特に

No.2の矢田川・屋戸橋付近の水質調査は、山口地区・菱野地区・本地地区

の農業地域に影響を及ぼすため、正確・迅速な調査及び調査結果の公表を

望む。

○

4 個人2025/5/8

-菱野連区自治会16 個人2025/5/14

-效範連区自治会



41 説明会資料50pの「農業用水のための維持管理」では「３月から８月に月

１回農業用水基準項目の測定」とあるが、出水期であり、稲作に大切な水

の供給時期となる「３月から９月末」に最低でも月２回以上の測定をする

べきである。

また、その結果を企業のHP等で公表するだけでなく、３地区の農業組合代

表（会長）にも速やかに報告されるべきである。

○

42 猿投山断層に対する調査結果は平成21年当時のもので、現在は約1.1kmで

はなく0.6kmよりも近くに存在しているという情報があった。

○

43 崩壊土砂流出危険地区に指定されている場所に、人体に有害な15種類もの

産廃を保管する計画は恐ろしい。

○

44 水が飲めなくなる心配は大きい。 ○

45 瀬戸市内で出るごみを処理しなければならないのはわかるが、県内の3分

の2を引き受けていることに納得できない。

-

46 猿投山北断層までの距離について、より精度の高い国土地理院の「都市圏

活断層図」で測定したところ、計画位置からは0.6kmの位置を通過してい

るため適切ではない。

○

47 国の地震本部の報告によれば「恵那山-猿投山北断層帯では全体が1つの区

間として活動する場合M7.7程度の地震が発生する可能性がある。またその

時、断層帯の西半部（山路町周辺）では2～3m程度の右横ずれが生じると

推定される。本断層帯は今後30年間に地震が発生する確率が我が国の主な

活断層の中ではやや高いグループに属することになる」と説明されてい

る。令和6年1月1日の能登半島地震（M7.6）では、最終処分場が4箇所被災

した。それより大きなM7.7程度の地震が発生する可能性があるとなると、

想定被害は能登半島地震より大きなダメージを受けることが予想される。

本計画は水源汚染の可能性も含め地震防災上において適切ではない。

○

20 長根連区自治会 - 2025/5/19 個人 48 どのようなシートを敷こうが、「永久に大丈夫」ということはない。なぜ

人家も近く、大切な生活用水が流れ、取水口が近いこの場所でなければな

らないのか。

○

49 本計画は水道水源集水域（馬ヶ城浄水場）河川に隣接しており、様々な要

因で飲用水が汚染させる事態になればその被害は甚大である。持ち込まれ

る有毒化学物質は様々だが、近年「有機フッ素化合物」（PFAS）が家庭の

水道水等から国の暫定指針値を越える汚染が検出され問題となっている。

汚染源は様々であるが最終処分場もその一つである。上記物質は様々な製

品の製造過程で使用され、汚泥のみならずその他の廃棄物への混入も考え

られる。排出事業者が適切な対応をする保証はなく、搬入をチェックする

ことは現実的に不可能である。

○

50 問題は東山路川へとつながる東側の小流域で、地形的に東海環状道を挟む

処分場敷地の尾根からも地表、地下から水が集まると考える。また、防水

シートから汚染水が漏れ出した場合、取水口へと集まる。「漏水検知シス

テム」を設置し、検知した場合どう対処するのか。補修できるのか。

○

19

-道泉連区自治会21 個人2025/5/19

個人2025/5/19-本地連区自治会

-菱野連区自治会16 個人2025/5/14

長根連区自治会 - 2025/5/16 個人

17

18

個人2025/5/16-山口連区自治会



51 猿投断層はM7.7が想定される活断層で、周期は長いが、内陸型の地震が発

生するリスクが高まっている。1キロ離れているから安全というのは過小

評価ではないか。説明会でも設備の安全面のみが協調され、事故が起きた

ときの対応など、危機管理に対する説明は不十分であり、再度説明の機会

を求める。

○

52 説明会を受けたが極めて不満足であった。産業廃棄物処理場としての技術

的な高さを誇る内容を語って、何も知らない住民を困惑し「安心安全」な

ものだから受け入れるのは当然という結論にもっていこうとした。弁護士

を同席させたのも「威嚇」にみえた。

-

53 人体に害をなす危険な産業廃棄物も搬入される。そのようなものが2～30

年で無害化するというエビデンスはどこにあるのか。また、PFASなどの影

響も懸念される。その無害化に何年かかるかということの根拠はまだ報告

されていないのではないか。

○

54 瀬戸市は既に９つもの処分場を引き受けており、その道義的社会的義務は

既に果たされている。なぜ瀬戸市だけが更にこの義務を背負わなければな

らないのか。

-

55 当該地は土取り後は森林機能を回復すると愛知県に約束して許可を得たは

ずである。どの会社が開発を行っても同じプロセスを取るべきなのに、ア

ンドウ興業が途中で他の会社に売却した途端、新しい会社の方針が「土取

り後の森林機能復活は必要なし」でもそれで良しとなるのはおかしい。約

束や許認可をどう考えているのか。

○

56 今回の説明会は説明が全くされていない。今後、今度こそ誠実な説明会を

開催するべきである。その条件はアンドウ興業の責任者を伴うものであ

る。そして森林回復を行う意志があるかどうかを明確に語る会とするべ

き。

○

57 瀬戸市も住民の安心安全な生活を守るとおいう姿勢をはっきりと示してほ

しい。「馬ヶ城の水源を守り、市民の飲み水を守り、安心安全な生活を守

るために瀬戸市は存在している。」「瀬戸市長及び市役所は市民を守

る。」と明確に宣言してほしい。

-

58 東立テクノクラシーは東明連区自治会とアンドウ興業との間で締結された

協定の内容を知っているにもかかわらず、説明会でアンドウ興業とは別会

社であることを説明して、「事業用地登記情報一覧」と海青との「土地所

有者同意書」だけしか公表していない。協定内容を知っているのであれ

ば、瀬戸市民にも内容を公表するべきである。

-

59 事業計画の調整池は名古屋気象台の30年確率雨量のデータでしか容量等の

計算がされていない。瀬戸は名古屋より降水量がはるかに多い。山路町の

1年間の降水量を測定して、調整池の容量等の計算をするべき。

○

60 土砂災害マップでは、山路町は土砂災害警戒区域や特別警戒区域が至ると

ころにある。計画地から248号線に通じるあたりにもあり、例外ではな

い。また、山路川・赤津川付近もあり、大雨による土砂崩れで川がせき止

められ決壊した場合は、下流域の矢田川周辺の洪水も想定され、人命に関

わる。過去に矢田川流域では洪水も起きている。

○

山口連区自治会22 - 2025/5/23 個人

個人2025/5/23-山口連区自治会23

-道泉連区自治会21 個人2025/5/19



61 計画地近くに活断層がある。南海トラフ地震で活断層が動く可能性があ

り、事業計画地は最終処分場として安全とはいえない。また、説明会では

活断層までの距離は1.1kmとの説明だったが、実際はもっと近い可能性が

高い。地震が発生した場合は、能登半島地震のように地面が隆起して車両

が通行できなくなる。地震と大雨が重複すれば、土砂崩れも発生して、道

路は通行不能となる。近くにある発電所も被災して、電源が供給されなく

なる。当然、処分場も被災して稼働できなくなる。

○

62 処分場設置は、水・空気・土壌等が現在の状態よりも悪化することはあっ

ても、良くなることはない。埋め立てられた有害物質が将来無害化するこ

ともない。

○

63 小高い埋立地に大雨が降れば、雨水が水源側に流れ出しても不思議ではな

い。

○

24 效範連区自治会 - 2025/5/23 個人 64 水源のすぐ近くはアウト。金儲けだけを考えており、市民の健康を考えて

いない。有害物質が流出し、多くの重病人を生み至死を招く。

○

65 処分場の営業に伴い、瀬戸市・愛知県・国に対する貢献はいかほどになる

か。具体的には、事業を完了するまでに税をいくら納める計画か。

-

66 浸出水・地下水に異常を検出した場合の対策はどうするのか。産廃の搬入

中止は勿論、既に搬入済みの廃棄物への対応はどうするのか。

○

67 大地震により保護砂が液状化する恐れがある。液状化した場合、土地の変

形により保護マットや遮水シートが損傷する恐れがある。液状化を防ぐ手

立てはあるか。

○

68 液状化により積み上げた廃棄物が崩れる恐れがある。これを防ぐ対策はあ

るか。

○

69 「7年程度で無害化する」と説明があったが、有害物質が無害化するとは

思えないが、その科学的根拠はどこにあるか。

○

70 「遮水シートの接合部は圧縮空気で穴がないことを確認するので大丈夫」

と説明があったが、1.5mm厚の遮水シートを現場作業で融着し、通気孔を

設けるのは非常に困難と思われる。品質をどのように保証するのか。

○

71 「搬入される産廃を社員が目視検査で所定のものか検査する」と説明が

あったが、社員では検査が甘くなる恐れもあるので、第三者の監視が必要

である。

○

72 「PFASの計測を検討する」と回答をいただいたが、是非実行してほしい。

また、PFASが発生しても活性炭により除去できると説明があったが、十分

な設備にしてほしい。

○

73 pHは常時監視とのことだが、処理水の検査（BOD、COD、SS、窒素）は

月1回のみで、排水基準全項目は年1回となっている。もし異常値が出た場

合、最大1年間放置されるのはリスクが極めて大きい。計測ピッチを1週間

にする等短縮してほしい。

○

-八幡台連区自治会25 個人2025/5/26

個人2025/5/23-山口連区自治会23



74 瀬戸市内の事業者限定で搬入を許可するよう希望する。 ○

26 深川連区自治会 - 2025/5/26 個人 75 取水口から非常に近い場所に処分場が建設されることに対して、水質への

影響を懸念している。また、処分場から発生する可能性のある悪臭や粉じ

んによって、周辺の住環境が大きく損なわれることも心配している。つき

ましては、次の対応を要望する。1.計画の再検討または別の候補地の選

定、2.水質や空気の安全に関する第三者機関による調査と定期的な情報公

開、3.地域住民との意見交換の場（説明会など）の設置

○

27 深川連区自治会 - 2025/5/26 個人 76 取水口から近い場所に建設されると知り、非常に強い不安を感じている。

日々の生活では、水道水を料理や飲み水、子どものミルク作りに使ってお

り、家族全員の健康に直結する。子どもは大人よりも有害物質の影響を受

けやすく、もしも水が汚染されるようなことがあれば、その健康被害は計

り知れない。

○

77 産廃搬入後は毎日シート等で一面を覆い、飛散防止を行うとのことだが、

本当に毎日行うことができるのか。

○

78 遮水シート間の漏水検知システムの耐用年数が十分ではない。 ○

79 遮水シートの間に漏水検知システムを入れるとのことだが、かなり高額な

システムらしく、正しく全面に採用されるか不安が残る。

○

80 たった1.5mmの遮水シートでズレや加重に耐えられるとは思えない。過去

にも破損事例があり、2重ではなく4重・5重にしても心配は残る。

○

81 廃棄物の搬入トラックは全数内容を目視でチェックするとのことだが、本

当にチェックできるのか疑わしい。確実に実行できる方法を示すべきであ

る。

○

82 計画地は断層から1.1km離れていると言っているが、国土地理院の正確な

発表では0.6kmである。説明会で正しい数値を正確に言うべきである。

○

83 搬入車両の荷を全台確認するとのことだが、社内でのチェックでは不十分

である。第三者を入れて確認作業を確実に行うべきである。

○

84 施設の排水が全てしっかり処理されるのか疑問である。他の施設でも溢れ

た汚水で川が汚染された例がある。

○

85 取水口と処分場の放流地点は150mしか離れていなく、高低差も7mしかな

いため、毛細管現象などで影響がでる。

○

86 取水口と現場が非常に近く、工事期間中の粉じんなどの影響が懸念され

る。

○

87 能登半島地震では断層から離れている最終処分場でも4箇所被災してい

る。それを考えると今回の計画の耐震には非常に不安。もっと基準を上げ

るべきである。

○

88 断層までの距離が1.1kmでも0.6kmでも影響は変わらないと言っているが、

その根拠が示されていない。科学的根拠を示すべきである。

○

-八幡台連区自治会25

個人2025/5/27-八幡台連区自治会28

個人2025/5/26



89 処理水の検査項目について懸念がある。月1回の検査項目として提示され

た項目以外にも、昨今はPFASやマイクロプラスチック等、水質に関する懸

念が多々ある。説明会でPFASについて現状は基準値の設定がないため管理

しないという旨の回答があったが、「基準値のないものは考慮しなくてよ

い」という姿勢でいることに不信感を感じる。

○

90 処理水下流域は農業用水として広く利用される水であり、ひとたび土壌汚

染につながれば取り返しがつかない。説明会では水質に関して予測値が提

示されたが、予測値にどれほどの信憑性があるか疑問である。また、提示

された項目で十分とは考えられない。

○

91 廃棄物自体からの飛散による周辺地域の空気、水質、土壌への影響も強く

懸念している。

○

92 希少な生物の多い地域であると思うが、保存がきちんとなされるとは考え

難い。

○

93 処分場の建設によって、水源地域の豊かな自然、景観が損なわれ、有機的

につながっている動植物への影響に重大な懸念がある。

○

94 本来この計画地は、土砂を採掘したアンドウ興業が植林をして戻すべきと

ころを、たとえ法的に問題がないとしても、東立テクノクラシーが事業を

継続して施設をつくるべきではない。

○

95 水銀やアスベストの処理について、説明会で「一般論としてブルーシート

を2枚梱包して特定の場所に置く。」と回答があったが、本当にそれだけ

で水銀やアスベストが外に漏れ出すことはないのか。

○

96 有害物質やダイオキシンの検査等は、わずか1年に1回行うのみである。ま

た、監視井戸も2本しかない。水道水や農業用水等の汚染によって健康被

害が出るのではないか。

○

31 本地連区自治会 - 2025/5/30 個人 97 花崗岩は土砂災害に弱い「まさ土」が生まれやすい。計画地周辺に位置す

る東山路川・山路川の上流部も花崗岩から構成される渓流であり、土砂流

出の供給源になる。2000年の東海豪雨では、東山路町で浸水災害が発生し

たとの記録がある。こうした状況を踏まえ、「土砂災害警戒区域」・「土

砂災害特別警戒区域」が計画地に隣接する区域に設定されている。また、

計画地は、山腹の崩壊または地すべりによって発生した土砂等が土石流と

なって流出し、災害が発生する恐れのある「崩壊土砂流出危険地区」に位

置している。「崩壊土砂流出危険地区」内に巨大な処分場を設置すること

は、土砂を流出させる危険性を増大させ、今までの治山効果を低減させ

る。事業計画書には東海豪雨の時に東山路町で浸水災害が発生した記録は

あるが、上記のリスクに対する言及がない。「廃棄物最終処分場整備の計

画・設計・管理要領2010改訂版」には、最終処分場候補地選定の考え方の

中で、災害等に対する安全性として「最終処分場は、平地での用地確保難

から山間部に建設されることが多く、樹木の伐開・伐根などによる雨水流

出の増加をひきおこす危険がある。…地すべり地帯、崖くずれ危険地帯は

避けるべきであると同時に、地震、水害に対しても安全でなければならな

い」と指摘している。「土砂災害警戒区域」・「土砂災害特別警戒区域」

に隣接し、「崩壊土砂流出危険地区」の流域内に巨大な処分場を設置する

ことは適切ではない。また、「崩壊土砂流出危険地区」を管理する愛知県

尾張農林水産事務所の見解はどうか。

○

個人2025/5/30-深川連区自治会29

個人2025/5/30-山口連区自治会30




